
～施設使用料の納付方法の変更のお知らせ～ 
 

成田市勤労会館の施設使用料につきましては、すべての開館

日において利用申請時に窓口での納付が可能となっておりまし

たが、平成３０年４月１日より、施設の利用申請日の曜日によ

り、下記のとおり、取り扱いを変更とさせていただきますので、

ご理解の程お願いいたします。 

 

◆月曜日、水曜日、金曜日 

 今までどおり、窓口で使用料の納付(前金払い)をお願いします。 

    

◆火曜日、木曜日、土曜日、日曜日、祝祭日 

 窓口で納付書を発行しますので、納付書の１枚目（裏面）に

記載されております指定金融機関にて納付をお願いします。そ

して、施設利用時に、窓口にて納付の確認をさせていただきま

すので、領収書の呈示をお願いいたします。 

 

 

〇詳しくは成田市商工課まで (電話：0476-20-1622) 


